
   角田市物価高騰等対策医療・介護施設等特別応援金支給規則 

 （目的） 

第１条 この規則は、物価高騰等対策として、医療施設、薬局及び介護施設（以下「医療・

介護施設等」という。）に対して、角田市物価高騰等対策医療・介護施設等特別応援金

（以下「特別応援金」という。）を支給することにより、市民生活に不可欠な医療及び介

護サービス（以下「サービス等」という。）の担い手である医療・介護施設等を支援する

とともに、サービス等の提供体制の維持に資することを目的とする。 

（特別応援金の支給対象施設） 

第２条 特別応援金の支給の対象となる施設（以下「支給対象施設」という。）は、令和８

年１月１日時点で所在地が市内にある医療・介護施設等で、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。ただし、申請日時点においてサービス等の提供を休止している施設を除く

ものとする。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する厚生労働

大臣の指定を受けた保険医療機関及び保険薬局 

(2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条に規定するサ

ービス等（居宅療養管理指導を除く。）を行う施設。 

(3) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホーム 

（特別応援金の額） 

第３条 特別応援金の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める特別応援金

の額とする。 

（申請受付開始日及び申請期限） 

第４条 特別応援金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。 

２ 申請期限は、令和８年３月１０日とする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、

この限りでない。 

（支給の申請） 

第５条 特別応援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、角田市物価

高騰等対策医療・介護施設等特別応援金支給申請書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）により市長に申請しなければならない。 

（支給の決定及び額の確定等） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、特別応援金



を支給することが適当と認めるときは、申請者に対し角田市物価高騰等対策医療・介護施

設等特別応援金支給決定通知書兼額確定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（特別応援金の請求及び支給） 

第７条 前条の規定による通知を受けた申請者は、角田市物価高騰等対策医療・介護施設等

特別応援金請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに特別応援金を支給するも

のとする。 

（特別応援金の支給決定及び額の確定の取消し） 

第８条 市長は、偽りその他不正な手段により特別応援金の支給の決定を受けた申請者に対

し、特別応援金の支給の決定及び額の確定を取り消すことができる。 

（特別応援金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により特別応援金の支給の決定及び額の確定を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分に関し既に特別応援金が支給されているときは、期限を

定めてその全部の返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

区分 特別応援金の額 

ア 第２条第１号に該当する病院 ５０，０００円に令和７年４月１日現

在の病床数を乗じて得た額 

イ 第２条第１号に該当する医科診療所 ４０万円 

ウ 第２条第１号に該当する歯科診療所 ４０万円 

エ 第２条第１号に該当する薬局 ２０万円 

オ  第２条第２号に該当する施設のう

ち、法第８条第２５項に規定する指定

介護老人福祉施設又は介護老人保健施

設 

６０万円 

カ  第２条第２号に該当する施設のう

ち、法第８条第１１項に規定する特定

施設入居者生活介護若しくは同条第２

０項に規定する認知症対応型共同生活

介護を行う施設又は同条第２５項に規

定する介護医療院 

４０万円 

キ  第２条第２号に該当する施設（この

表 の オ 及 び カ に 定 め る 施 設 を 除

く。）。ただし、当該施設が法第４１

条第１項本文の指定を受けている場合

において、当該指定に係る居宅サービ

スが法第８条第１項に規定する福祉用

具貸与及び特定福祉用具販売の両方で

あるときは、一の指定とみなす。 

２０万円 

ク 第２条第３号に該当する施設 ６０万円 

 


